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当資料は、信頼できると思われる情報に基づいて作成しておりますが、弊行がその正確性、確実性を保証するものではありません。ここに記載された

内容は事前の連絡なしに変更されることもあります。当資料は情報提供のみを目的としており、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に

関しては、お客様御自身でご判断下さいますようお願い致します。                   ＊禁無断転載 

2009 年 11 月 19 日付で、中国国家外貨管理局は、「個人の外貨購入・決済管理業務を更に完備させること

に関する通知」(匯発【2009】56 号)を公布・施行し、投機資金(中国語：「熱銭」)の流入・流出を防ぐため、

個人による外貨取引に対する規制を強化しました。本通知は個人の年間外貨取引限度額(※注)の超過を回避

するため多数取引があるかのように偽装する取引を防止すると同時に、個人の手持外貨取引の取扱方法など

が規定されています。具体的な内容は以下の通りです。 

※注：中国では、個人の外貨取引限度額は年間 5 万米ドル相当とされています。 
 

１、多数取引があるかのように偽装する以下のような取引への監督・管理強化 

① 
国外にいる同一の個人又は法人が同日中、隔日または連日にわたり、国内にいる５人以上の異なる個

人に外貨送金し、受取人が別々で外貨を人民元に両替すること。 

② 
５人以上の異なる個人が同日中、隔日または連日にわたり、別々に外貨を購入し、国外にいる同一個

人や法人に送金すること。 

③ 
５人以上の異なる個人が同日中、隔日または連日にわたり、別々に外貨を人民元に両替し、その人民

元を同一個人や法人の人民元口座に預入または振り込むこと。 

④ 

個人が７日間のあいだに、同一の外貨預金口座から５回以上にわたり約１万米ドル相当の外貨を引出

す、或いは５人以上が同日中に同一銀行の支店ネットワークでそれぞれ約５千米ドル相当の外貨現金

を人民元に両替すること。 

⑤ 

同一の個人がその外貨預金口座にある資金を５人以上の直系親族へ振替し、直系親族が別々に年間外

貨取引限度内で人民元に両替すること、或いは、同一個人の５人以上の直系親族が別々に年間外貨取

引限度内で外貨を購入し、購入した外貨を当該個人の外貨預金口座に振替すること。 

⑥ その他、多数の人数・頻度を経た取引を行うことにより取引限度額管理を回避する外貨取引。 

 

２、手持外貨を両替する場合の手続 

年間外貨取引限度

額を超えない場合 

・一日の外貨両替額が合計で５千米ドル相当以下の場合、本人の有効な身分証明書を提

示して銀行で手続を行う。 

・一日の外貨両替額が合計で５千米ドル相当より多いの場合は、本人の有効な身分証明

以外に、税関によりサインされた税関申告書(※中国名「中華人民共和国海関進境旅

客行李物品申報単」)、或いは預金銀行の外貨資金引出証票を本人が提示して銀行で

手続を行う。 

年間外貨取引限度

額を超える場合 

・経常項目の場合は、本人の有効な身分証明書、税関申告書、預金銀行の外貨資金引出

証票、及び取引金額の関連証明資料の提示により銀行で手続を行う。 

・資本項目の場合は、本人の有効な身分証明書、税関申告書及び取引銀行の外貨預金引

出証票の提示に加え、個人の資本項目規定に基づき手続を行う。 

その他、本通知により、経常項目で、個人が企業運営以外に利用する目的で外貨を購入する場合、その購

入資金は人民元現金や、本人或は直系親族の人民元口座、銀行カードの残高に限ること等が新たに盛り込ま

れています。  


